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第１章 総則 

 

（名称） 

第１条 本コンソーシアムの名称は、「次世代健康医療記録システム共通プラットフォームコンソーシア

ム」（以下、「本コンソーシアム」という。）と称する。 

 ２ 略称名は NeXEHRS コンソーシアム、英語名は NeXEHRS-CPC とする。 

 

（目的） 

第２条  本コンソーシアムは、日本医療情報学会課題研究会「次世代健康医療情報システム共通プ

ラットフォーム研究会」が提示する次世代健康医療情報システム NeXEHRS（以下、

NeXEHRS という。）の基本コンセプトと実現方針を尊重した健康医療情報システムの実現を

目指し、その共通プラットフォーム構築に貢献することを目的とする。 

 

（活動） 

第３条 本コンソーシアムは、前条の目的を達成するために次の活動を行う。 

 （１） NeXEHRS の実現に必要な共通プラットフォームに関する技術的な指針、規格、仕様等の

検討と策定 

 （２） 前号における指針、規格、仕様等の実装に関する指針等の検討と策定 

 （３） 前各号の活動の成果物の公開と利活用ならびに普及推進 

 （４） NeXEHRS の実現に必要な共通プラットフォームに関する情報収集と会員相互の情報交換 

 （５） 前各号に掲げるもののほか、本コンソーシアムの目的を達成するために必要な活動 

 

 
第２章 会員 

 

（会員） 

第４条 本コンソーシアムの会員は、本コンソーシアムの目的に賛同し、入会の承認を受けた法人、団

体および個人とする。 

 
（会員種別） 

第５条 本コンソーシアムは、通常正会員、特別正会員、賛助会員で構成される。なお、通常正会員と

特別正会員をまとめて「正会員」と称することとし、正会員をもって会員総会を構成する。 

 ２ 通常正会員は、本コンソーシアムの活動に賛同し運営等に協力する法人、団体または個人 

 ３ 特別正会員は、本コンソーシアムの発起人として設立に賛同した個人および幹事会の推薦に

もとづき会員総会で入会を承認された法人、団体または個人 

 ４ 賛助会員は、本コンソーシアムの活動趣旨に賛同する法人または個人 

 

(入会） 

第６条 本コンソーシアムの会員になろうとする者は、所定の入会申込書を会長に提出し、幹事会の承



 

認を受けなければならない。ただし、特別正会員を除く。 

 

(退会） 

第７条 本コンソーシアムを退会しようとする会員は、所定の退会届を会長に提出しなければならな

い。 

 ２ 本コンソーシアムの会員が、次の各号のいずれかに該当するときは、幹事会の承認で退会し

たものとみなすことができる。 

 （１） 年会費を納入期日までに納入せず、さらに３ヶ月以上納入しないとき。 

 （２） 本コンソーシアムの名誉を傷つけ、または本コンソーシアムの目的に著しく反する行為をし

たとき。 

 （３） 第８条に記載されている義務の不履行、または第１４条第３項に反する行為をしたとき。 

 （４） 上記のほか、年会費負担能力に疑義がある状態（破産手続・民事再生手続・会社更生手

続・特別清算手続等の申立があった場合等）や、会員の所在や活動状況が不明であるなど、

本コンソーシアムの会員資格を継続することが適当では無いと幹事会が認めたとき。 

 

（権利と義務） 

第８条 会員は、幹事会の定める条件に従い、本コンソーシアムの部会、ワーキンググループ（以下、

部会等という。）の活動に参加することができる。ただし、部会等がその運営に関する事項を協

議する際には、賛助会員はその議決権を有しない。 

 ２ 会員は、本コンソーシアムの活動成果に関する情報の提供を受けることができる。 

 ３ 正会員は、総会に出席してそれぞれ１票の議決権を有し、その議決権を行使し、また本コンソ

ーシアムの活動に対して意見を述べることができる。 

 ４ 賛助会員は、総会に出席して本コンソーシアムの活動に対して意見を述べることができる。 

 ５ 法人または団体である会員（以下、法人等会員という。）は、本コンソーシアムの公式なホーム

ページや広報資料等において、法人等会員のロゴを掲示することを本コンソーシアムに対し

て求めることができる。 

 ６ 会員は、本コンソーシアムの会員であることを自身が実施する広報活動、パンフレット、催事等

において示すことができる。 

 ７ 会員は、本コンソーシアムが実施する広報活動、催事等において会員名称が掲出されること

を承認するものとする。 

 ８ 会員は、特別正会員を除き第９条に定める所定の年会費を納めなければならない。 

 ９ 会員は、本コンソーシアムにおいては本規約、総会、幹事会の決定を遵守し、本コンソーシア

ムが行う各活動について、各会員が可能な範囲で積極的かつ適切に活動もしくは協力をしな

ければならない。 

 

（年会費） 

第９条  特別会員を除く会員は、本コンソーシアムの運営および活動に要する経費を負担するため、

本コンソーシアムが別に定める年会費を納入するものとする。 

 

（活動年度） 

第１０条 本コンソーシアム活動の活動年度は、毎年７月１日から翌年６月３０日までとする。 

 

 

第３章 活動成果 

 

（活動成果） 

第１１条 本コンソーシアムの活動により得られた成果としての認定は、幹事会が執り行う。 

 ２ 前項において認定された成果（以下、本活動成果という。）は、会員、非会員に関わらず、広く



 

公開されることを原則とする。 

 

 

（知的財産権） 

第１２条 本活動成果に係る知的財産権の所属は本コンソーシアムに帰属するが、公開における本活

動成果に貢献した者の表示方法については、その本活動成果ごとにそれに貢献した会員間

で事前協議の上で、協議結果を幹事会に通知し、幹事会が関係者と調整の上で決定する。 

 ２ 第１１条第１項で本活動成果と認定されたもの以外の知的財産権の取り扱いについては、本コ

ンソーシアムは関与しない。 

 

（秘密保持） 

第１３条 本コンソーシアムの活動の場において会員が提供または開示する情報は、公知の情報として

扱う。但し、本コンソーシアムの活動の場において、特定の会員により秘密情報であることが示

され、参加するメンバー全員が秘密保持誓約書に署名した下で開示された情報、本コンソー

シアムと会員との間で個別に締結される秘密保持契約の下で開示された情報についてはこの

限りではない。 

 

（活動成果の利用） 

第１４条 会員は、本活動成果を無償で自らの研究開発、非営利事業に利用することができる。 

 ２ 正会員は、本活動成果を商業利用しようとする場合には、本コンソーシアムに対して書面（電

子的書面を含む、以下同じ）で無償商業利用申請を行うことにより、幹事会の利用承認を得て

無償で利用できる。 

 ３ 賛助会員は、本活動成果を商業利用しようとする場合には、幹事会が賛助会員による無償商

業利用が可能であると認定した一部の本活動成果に限り、本コンソーシアムに対して書面で

無償商業利用申請を行うことにより、幹事会の利用承認を得て無償で利用できる。 

 ４ 会員でないものは、本活動成果を利用しようとする場合には、本コンソーシアムに対して利用

目的や利用範囲等とともに非会員利用申請し、利用が承認された場合には、その決定にもと

づき無償利用または有償利用することができる。 

 ５ 前各項において、本活動成果の利用者は、別途定められた利用規則を遵守しなければなら

ない。また、その利用者の責任において利用するものとし、利用の形態や目的を問わず、本活

動成果の利用により万一利用者その他第三者に損害が発生しても、本コンソーシアムは責任

を負わない。 

 ６ 第２項および第３項において本活動成果を無償利用しようとする会員が、別途定められた利用

許諾条件を満たす場合には、幹事会は申請から３０日以内に無償利用を承認しなければなら

ない。 

 ７ 第４項において、非会員利用申請があった場合の利用承認ならびに利用条件の決定の手続

きついては、別途、幹事会で定める。 

 

 

第４章 役員 

 

（役員） 

第１５条 本コンソーシアムに、役員として会長１名、副会長若干名、監事１名をおく。 

 

（役員の職務） 

第１６条 会長は、本コンソーシアムを代表して、幹事会、総会を主宰し、本コンソーシアムの会務を総

括する。 

 ２ 副会長は、会長を補佐し、会長不在時にその職務を代行する。 



 

 ３ 監事は、本会の業務および財産に関してその執行状況を監査し、総会に報告する。 

 

 

（役員の選任） 

第１７条 会長は、正会員の中から互選により選任し、総会の承認を得る。 

 ２ 副会長は、会長が正会員の中から指名し、総会の承認を得る。 

 ３ 監事は、会長が会員以外から指名し、総会の承認を得る。 

 

（役員の任期と補充） 

第１８条 役員の任期は選任後３年以内に終了する活動年度のうち最終のものに関する活動報告を議

決する総会の日までとし、再任を妨げない。 

   ２ 役員がなんらかの理由で活動年度の途中で退任したときは、新たに後任の役員を選任し、そ

の任期は前任者の残任期間とする。 

 

 

第５章 顧問 

 

（顧問） 

第１９条 本コンソーシアムに、顧問を若干名おくことができる。 

 

（顧問の職務） 

第２０条 顧問は、幹事会、総会、部会等、および本コンソーシアムの会議および催事等に出席して、意

見を述べることができる。 

 

（顧問の選任） 

第２１条 顧問は、会長が必要としたときに会員以外から指名し、幹事会の承認を得て選任し、選任日

以降の最初の総会で報告する。 

 

（顧問の任期と補充） 

第２２条 顧問の任期は、選任後１年以内に終了する活動年度の終了する日までとし、再任を妨げな

い。 

 ２ 顧問がなんらかの理由で活動年度の途中で退任したときは、必要であれば前条により新たに

顧問を選任し、その任期は前項を適用するものとする。 

 

 

 

第６章 会議 

 

（会議の種別） 

第２３条 本コンソーシアムの会議は、総会、幹事会とし、総会は年１回以上開催する。 

 

（総会） 

第２４条 総会は、正会員をもって構成し、次の事項を議決する。 

 （１）活動計画および収支予算 

 （２）活動報告および収支決算 

 （３）本規約の変更 

 （４）解散および残余財産の処分 

 （５）会費および負担金規定 



 

 （６）その他、本コンソーシアムの運営に関する重要事項 

 ２ 総会は会長が招集し、定足数は正会員の２分の１以上の出席（委任状を含む）をもって成立と

する。 

 ３ 総会の議長は会長が務める。 

 ４ 総会に出席できない正会員は、総会の議長または他の出席正会員に事前にその権限を書面

または電子メールにより委任することができる。この場合、当該正会員は、総会に出席したもの

とみなす。 

 ５ 総会の議事は、議決権を有する出席正会員の過半数をもって決するものとする。ただし、可否

同数のときは、議長の決するところによる。 

 ６ 総会を招集するときは、会議の日時、場所、主要な審議事項を記載した書面または電子メー

ルにより、開催の日の少なくとも７日前までに、会員に通知しなければならない。 

 ７ 正会員の ３ 分の１以上から本規約に定める総会が議決すべき事項について審議のために総

会の開催請求があったときは、会長は請求のあった日から遅くとも３０日以内に総会を招集しな

ければならない。 

 ８ 総会の議事録は、本コンソーシアムの Web サイトに公開する。 

 

（幹事会） 

第２５条 本コンソーシアムの運営と円滑な活動を行うため、幹事会をおく。 

 ２ 幹事会は会長および運営幹事若干名により構成される。 

 ３ 運営幹事は会長が指名する会員のほか、自薦もしくは他薦された会員のなかから幹事会の議

決による賛成をもって新たに選出できる。 

 ４ 運営幹事の任期はその運営幹事が選任された活動年度の末日までとし、再任を妨げない。 

 ５ 幹事会は、本規約に定める事項の他、総会の議決した事項を執行し、総会に付議すべき事項

を審議し、その他総会の議決を要しない事項を議決する。 

 ６ 幹事会は、構成員の２分の１以上の出席（委任状を認めない）をもって成立とする。 

 ７ 幹事会の議決は、原則として全員一致により議決するものとするが、全員一致をみない場合に

は、議長が決するものとする。 

 ８ 幹事会は、必要に応じて開催することとし、会長が招集する。 

 ９ 幹事会の開催は、電子メール、インターネット Web 等の電子的手段にて代用することができる

ものとする。 

 １０ 会長が必要と認めたとき、または正会員の ３ 分の１以上から請求があったときは、３０日以内に

幹事会を招集しなければならない。 

 １１ 会長が必要と認めた者は、幹事会に出席できる。 

 １２ 幹事会は必要と認める事項については、部会等での検討を要請することができる。 

 １３ 幹事会は運営上必要と認める事項については、幹事会の下に委員会を設置することができ

る。 

 １４ 幹事会の議長は、会長が務める。 

 １５ 幹事会の議事録は、会員に公表する。 

 

（部会およびワーキンググループ） 

第２６条  本コンソーシアムは、本コンソーシアムの活動運営上必要があるときは、幹事会の議決により

部会、および部会の下にワーキンググループ（以下、WG という）を設置することができる。 

 ２ 部会または WG は、それらの目的に対して意欲的に実務を行う会員および会員外の有識者

等から構成される。 

 ３ 部会長または WG リーダは、正会員の推薦等を考慮の上で幹事会が指名する。 

 ４ 部会または WG のメンバーおよび運営に関する事項については、幹事会の承認の上で部会

長が定めることができる。 

 



 

（事務局） 

第２７条  本コンソーシアムの事務局を日本国内におく 

 ２ 本コンソーシアムの事務局業務を執り行うため、事務局長をおく。 

 ３ 事務局長は、会長が指名する。 

 

 

第７章 資産および会計 

 

（資産の構成） 

第２８条 本コンソーシアムの資産は、次に掲げるものをもって構成する。 

 （１）会費 

 （２）設立後に寄付を受けた財産 

 （３）資産から生じる収入 

 （４）活動に伴う収入 

 （５）その他の収入 

 

（資産管理） 

第２９条 本コンソーシアムの資産は、会長が管理する。 

 ２ 資産の内、その使徒または管理方法について指定して寄付されたもの（管理経費に充当する

ものとして幹事会が定めた一定割合に相当する部分を除く）については、その指定に従わな

ければならない。 

 

（経費の支弁） 

第３０条 本コンソーシアムの経費は、資産をもって支弁する。 

 

（活動計画および収支予算） 

第３１条 本コンソーシアムの活動計画書、収支予算は、会長が毎活動年度開始前に作成し、当該活

動年度に開催される最初の総会の議決を得なければならない。 

 

（活動報告および収支決算） 

第３２条 本コンソーシアムの活動報告書、収支決算および財産目録は、会長が活動年度終了後遅滞

なくこれを作成し、監事の監査を経て、当該活動年度終了後９０日以内に開催される総会の

議決を得なければならない。 

 

（特別会計） 

第３３条 本コンソーシアムは、活動の遂行上必要がある場合は、幹事会の議決を得て、特別会計を設

けることができる。 

 

（剰余金の処分） 

第３４条 本コンソーシアムの収支決算に剰余が生じた場合は、総会の議決を得て、その全部または一

部を翌活動年度に繰り越し、または積み立てることができる。 

 

 

第８章 規約の変更、活動期間および継続、解散 

 

（規約の変更） 

第３５条 

本規約は、第２4 条第１項に基づき、総会の議決を得た場合変更できる。 



 

 

（解散） 

第３６条 本コンソーシアムは、第２条に示した本コンソーシアムの目的を果たしたとき、第２４条第１項に

基づき、総会の議決を得て解散する。 

 

（残余資産の処分） 

第３７条 本コンソーシアムの解散の場合、残余資産は前条に示した手続きの後、本コンソーシアムと類

似の目的を持つ他の法人または団体、もしくは医療情報関連の非営利法人もしくは団体に寄

付するものとする。 

 ２ 前項の内容は、第２４条第１項に基づき、総会の議決を得て決定される。 

 

 

第９章 雑則 

 

（活動実費の徴収） 

第３８条 本コンソーシアムは、第３条に定める活動の実施に当たって、会合開催やワーキンググループ

の活動等、特別な予算の措置を必要とする活動を実施しようとする場合には、必要に応じて、

当該活動に必要な実費を賛同が得られた会員から徴収することができる。 

 ２ 前項の徴収は、幹事会の議決によるものとする。 

 

（実施細則） 

第３９条 本規約の実施に関して必要な事項は、会長が幹事会の議決を得て、別に定めることができ

る。 

 

（準拠法） 

第４０条 本規約は、日本法に基づいて解釈されるものとする。 

 

 

附則 

 

附則１ この規約は２０１９年９月の設立総会開催日から施行する。 

附則２  第６条にかかわらず、あらかじめ設立発起代表者が定めた設立総会開催日前の入会希望申

込み期限日（以下、「申込み期限日」という）までに入会希望書面をもって入会の意思表明をし

た者は、設立総会の日に入会が承認されたものとみなす。なお、設立総会において決議され

た規約に異議がある場合には、入会希望を取り下げることができる。 

附則３ 第６条にかかわらず、申込み期限日の翌日以降で設立総会開催日以前の入会希望書面をも

って設立総会に出席し、本規約を承認する者は、設立総会の日にそれぞれ入会が承認され

たものとみなす。 

附則４  第１０条第１項に関わらず、本コンソーシアムの最初の活動年度は設立総会開催日から２０２０

年６月３０日までとする。 

附則５ 第１７条第１項に関わらず、本コンソーシアムの最初の活動年度開始時の会長は、設立発起

人代表者をもって充てる。 

附則６ 本コンソーシアムの設立総会においては、第２４条において「正会員」とあるのは「設立総会の

日以前から本コンソーシアムの通常正会員として入会希望していた者、および設立総会開催

日以前に特別正会員として加入することを承諾していた者」と、「会員」とあるのは「設立総会の

日以前から本コンソーシアムの正会員または賛助会員として入会希望していた者、および設

立総会開催日以前に特別正会員として加入することを承諾していた者」と、「会長」とあるのは

「設立発起人代表者」と読み替えるものとする。 



 

附則７ 第２５条第３項で定める運営幹事は、本コンソーシアムの最初の活動年度開始時においては

会長指名の７者以内とする。 

 
 

以下余白 
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コンソーシアム活動成果の利用に関する実施細則 

 

２０１９年９月６日制定 

 

第１条 この規則は、コンソーシアム規約（以下、規約という。）第１１条第１項に記載さ

れる成果（以下、本活動成果という。）に関して、規約第１４条第５項に記載された利用

規則、および第１４条第６項に記載された利用許諾条件を定めるものである。 

 

第２条 規約第１４条第５項に記載された利用規則は以下とする。 

1） 利用目的が規約第２条に照らして適切であること。 

2） 利用にあたって、医療分野における個人情報保護関連のガイドライン等を遵守す

ること。 

3） 利用にあたって、研究目的の利用の場合には、国の定める研究倫理関連の指針

を遵守すること。規約第１２条第１項にもとづいて決定された表示方法を遵守する

こと。 

4） 利用は、公序良俗に反するものでないこと。 

5） 利用は、反社会的勢力との関わりがないこと。 

6） その他、利用する本活動成果ごとに本コンソーシアム幹事会が決定した利用条件

がある場合には、それを遵守すること。 

 

第３条 規約第１４条第６項に記載された利用許諾条件は以下のすべてを満たすこと

とする。 

1） 会員は、許諾時点までに以下のいずれかを満たしていること。 

① 許諾時点がコンソーシアム設立後２年未満においては、設立後３ヶ月以内に

加入しており、かつその許諾時点まで継続して加入していること。 

② 許諾時点がコンソーシアム設立後２年以上においては、許諾時点まで１年９ヶ

月以上継続して加入していること。 

2） 会員は、利用許諾後２年以上継続して本コンソーシアムに加入していく予定であ

ることを書面（電子的書面を含む、以下同じ）で誓約していること。 

3） 会員は、会費の滞納実績が無いこと。 

4） 会員は、成果物の利用目的を書面で明らかにすること。 
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5） 反社会的勢力との関わりが無いことを表明保証する書面の提出があること 

 

以上 

 

 



 

次世代健康医療記録システム共通プラットフォームコンソーシアム 

会費規程 

（目的) 

第１条 この規程は会則第９条に基づき、通常正会員、特別正会員、賛助会員が納付する会費に関する

規則を定める。 

（会費) 

第２条 会員は以下の会員種別に基づき活動年度ごとの年会費を、当該活動年度開始の日から２ヶ

月以内に納付しなければならない。 

会員種別 活動年度 年会費 課税・不課税の別 

通常正会員 ２４０，０００円 不課税 

特別正会員 なし ➖ 

賛助会員 ３６，０００円 不課税 

第３条 年度途中の入会については、入会申込み日付の時期により７月〜９月：１００％、１０月〜１２

月：７５％、１月〜３月：５０％、４月〜６月：２５％の算定率を第２条の年会費に乗じた額を納付

するものとする。 

第４条 年度途中の退会については、その理由の如何に関わらず、納付された会費は返還しないも

のとする。 

 

附則１ この規程は、２０１９年９月の設立総会開催日より施行する。 

附則２ 活動年度途中の通常正会員から賛助会員へ、またはその逆の会員種別の変更は、退会と入

会の手続きをとるものとし、退会と入会が同一日付でなされた場合に限り会員期間は継続し

ているものとする。 

附則３ 最初の活動年度（設立総会開催日〜２０２０年６月３０日）においては、入会申込み日付にか

かわらず、第２条記載額に１００％の算定率を乗じた額を納付するものとする。 
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